
（別添１） 

 

平成 30 年６月 18 日 

2 1 世 紀 金 融 行 動 原 則 

署名金融機関等 各位 

 

21 世紀金融行動原則総会共同議長 

 

21 世紀金融行動原則 臨時総会 決議事項１について 

 

平素は格別の御厚誼を賜り誠にありがとうございます。 

さて、21 世紀金融行動原則 平成 29 年度収支につき、運営委員会での監事機関によ

る監査報告も踏まえた収支報告書の承認（資料１、資料２）につき、皆様に決議をお

諮りいたします。 

 

【議案１】 収支報告書の承認 

<議案の決議方法> 

 署名金融機関等に対し、電子メールによる臨時総会を開催すること 

 すべての署名金融機関等に臨時総会招集の連絡が届き、反対する署名金融機関

等のみから電子メールによる返信がなされ、返信のない（＝議案に対して賛成

する）署名金融機関等が過半数となることをもって本議案を決議すること 
 

<参考> 21 世紀金融行動原則運営規程（関係箇所抜粋） 

※平成 30 年 5 月 23 日に軽微な改正、平成 30 年 6 月現在のもの 

第４章 総会 

（決議事項） 

第 13 条 

総会は、次に掲げる事項について決議する。 

７．収支報告書の承認 

（招集） 

第 17 条  

２．共同議長は、定時総会を招集するときはその会議を開催する日の 15 日前までに、臨時総会を招集すると

きはその会議を開催する日の 7日前までに、それぞれ署名金融機関等にその旨を通知するものとする。 

（決議） 

第 19 条 総会の決議は、法令又は運営規程に別段の定めがある場合を除き、総署名金融機関等の議決権の過

半数を有する署名金融機関等が出席し、出席した署名金融機関等の議決権の過半数をもって行う。ただし、

第 16 条第２項の規定により、書面、電磁的方法その他運営委員会が適切と認める方法により臨時総会が

開催された場合における決議は、総署名金融機関等の議決権の過半数を有する署名金融機関等から書面、

電磁的方法による返信がなされ、当該返信のなされた署名金融機関等の議決権の過半数をもって行う。 

 

附則 

（予算及び収支報告決議） 

第３条 第 13 条第６項及び第７項においては、毎年６月に臨時総会を開催し、その決議をもってこれを承認

するものとする。ただし、その開催方法は、電磁的方法により行うものとし、この場合の決議は、署名金

融機関等の議決権の過半数をもって行う。なお、この場合に限り、第 19 条の規定にかかわらず、当該議

案に反対する署名金融機関等のみ返信するものとし、返信しない場合には、賛成したものとみなす。 



 
 

資料１ 

平成 29 年度 21 世紀金融行動原則 収支報告書 

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで 

（単価：円） 

科      目 
平成 29 年度 

決算額 

収入の部（A）   

１ 会費収入 

   平成２９年度会費   

 

 

   未入金分 

 

＠３万円 256 機関 

（年度途中からの署名の会費は月

割り） 

 （2 月新規署名 1 機関） 

 

７，５１０，０００ 

 

 

５，０００ 

２ その他収入 

  銀行口座利息 

  

１９ 

収入の部 計  ７，５１５，０１９ 

支出の部（B）   

 １ 業務委託費   

  （１）人件費 

     年間スケジュールの立案・調整 

     各種照会への対応、会費徴収・支出の管理事務 

     運営委員会の開催に関する事務 

     総会の開催に関する事務 

     意見交換会開催に関する事務 

     決算報告の作成事務 

５，２４５，８６０ 

 

 

 

 

 

 

（２）その他経費 

     会議費 

     通信運搬費 

     旅費交通費 

     委託費（ウェブ構築） 

     諸謝金 

     印刷製本費 

     雑費 

     事務局管理運営費 

 

（１５，９３８） 

（５３，８０６） 

（１５，４３０） 

（１，０２１，６８０） 

（２７４，７１６） 

（１６７，１２５） 

（１５，０００） 

（６００，０００） 

２，１６３，６９５ 

 業務委託費 計  ７，４０９，５５５ 

 ２ 他の支出 

  （１）繰越金 

 

平成 30 年度へ繰越 

 

１０５，４６４ 

 他の支出 計  １０５，４６４ 

支出の部 計  ７，５１５，０１９ 

差引 収入の部（A）－支出の部（B） ０ 



資料２

user307
長方形





 

参考資料１ 

 

 

収支報告書についての補足説明 

 

 29 年度の収入は、年会費 30,000 円が 242 機関、中途加入のため月割会費が 14 機

関。中途加入で支払い期日が 6 月の 1 機関が未入金。利息 19 円。収入合計 751 万

5,019 円。 

 支出は、人件費が 5,245,860 円。その他経費としては、運営委員会に関わる開催経

費、請求書や臨時総会の案内郵送費、最優良取組事例選定に関わる経費、総会の講

師謝金、資料印刷代、そして新規ウェブサイト構築費用となる。 

 事務局管理運営費として、月額 50,000 円を計上。これは、21 世紀金融行動原則が

任意団体で個別の事務所は持たずに、一般財団法人 地球・人間環境フォーラムの

中に事務局を置いているため、家賃、光熱費、PC リース代、印刷機リース代、その

他紙などの消耗品、日常の通信費などの一部を計上、その他経費の合計は、216 万

3,695 円、人件費と合わせて業務委託費の合計が 740 万 9,555 円。 

 収入との差し引き 105,464 円が繰越金 


